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□
協
議
会
の
役
員�

　
８
月
18
日
に
市
町
村
長
の
協

議
に
よ
り
会
長
が
選
任
さ
れ
ま

し
た
。�

　
ま
た
、
第
１
回
協
議
会
で
委

員
の
互
選
に
よ
り
副
会
長
４
人

と
監
事
２
人
が
決
ま
り
ま
し
た
。�

○
会
長�

・
木
浦
正
幸
　
上
越
市
長�

○
副
会
長�

・
中
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耕
平
　
牧
村
長�

・
渡
邉
之
夫
　
大
潟
町
長�

・
吉
田
　
侃
　
中
郷
村
長�

・
塚
田
隆
敏
　
名
立
町
長�

○
監
事�

・
石
平
春
彦�

　
　
　
　
　
上
越
市
議
会
議
長�

・
新
澤
明
一�

　
　
　
　
　
柿
崎
町
議
会
議
長�

　
上
越
地
域
合
併
協
議
会
規
約

に
つ
い
て�

　
14
市
町
村
長
が
協
議
し
、
施
行

期
日
（
協
議
会
の
設
置
の
日
）
を

８
月
20
日
と
定
め
た
協
議
会
規
約

に
つ
い
て
報
告
を
行
い
ま
し
た
。�

○
そ
の
他
の
報
告�

　
協
議
会
会
長
が
定
め
た
幹
事
会

規
程
、
専
門
部
会
規
程
、
事
務
局

規
程
、
財
務
規
程
、
委
員
の
謝
礼

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
程
に

つ
い
て
報
告
を
行
い
ま
し
た
。�

　
ま
た
、
協
議
会
の
設
置
日
か
ら

予
算
が
成
立
す
る
第
１
回
協
議
会

ま
で
の
間
の
暫
定
予
算
に
つ
い
て

も
報
告
を
行
い
ま
し
た
。�

���

協
議（
１
）�

　
上
越
地
域
合
併
協
議
会
の
会
議

の
運
営
に
関
す
る
規
程
に
つ
い
て

　
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
規
程
が
決
定
さ
れ
ま

し
た
。�

協
議（
２
）�

　
上
越
地
域
合
併
協
議
会
小
委
員

会
規
程
に
つ
い
て�

　
協
議
会
が
指
定
し
た
事
項
に
つ

い
て
調
査
、
審
議
等
を
行
う
「
小

委
員
会
」
の
組
織
及
び
運
営
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
規
程
が

決
定
さ
れ
ま
し
た
。�

協
議（
３
）�

　
上
越
地
域
合
併
協
議
会
に
お
け

る
協
議
事
項
に
つ
い
て�

　
協
議
会
に
お
い
て
協
議
す
る
事

項
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。�

○
決
定
さ
れ
た
協
議
事
項�

１
　
構
成
市
町
村
の
合
併
に
関
す

　
る
協
議
（
規
約
第
３
条
第
１
項

　
第
１
号
）と
し
て
協
議
す
る
事
項�

漓
合
併
の
方
式�

滷
合
併
の
期
日�

澆
新
市
の
事
務
所
の
位
置�

潺
財
産
の
取
扱
い�

潸
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期

　
の
取
扱
い�

報
告�

協
議�

　「
第
１
回
上
越
地
域
合
併
協
議
会
」で
は
、
木
浦
正
幸
会
長
の
あ
い

さ
つ
に
続
き
、
規
約
の
報
告
や
副
会
長
及
び
監
事
の
選
出
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
協
議
会
に
お
け
る
協
議
事
項
、
設
置
す
る
小
委

員
会
等
に
つ
い
て
協
議
し
、
す
べ
て
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か

に
、
各
種
規
程
や
暫
定
予
算
の
報
告
も
行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
報
告
及
び
協
議
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。�

第１回
�

第１回
�

第１回
�

第１回
�
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澁
農
業
委
員
会
の
取
扱
い�

澀 
一 
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い�

潯
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い�

潛
本
庁
及
び
支
所
の
行
政
組
織
の

　
取
扱
い�

濳
地
域
審
議
会
及
び
地
域
自
治
組

　
織
（
仮
称
）
の
取
扱
い�

潭
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い�

澂
公
社
、第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
取
扱
い�

潼
町
名
・
字
名
の
取
扱
い�

潘
慣
行
の
取
扱
い�

澎
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い�

２
　
市
町
村
建
設
計
画
の
作
成（
規�

　
約
第
３
条
第
１
項
第
２
号
）
の

　
た
め
協
議
す
る
事
項�

漓
計
画
策
定
の
方
針�

滷
新
市
建
設
の
基
本
方
針�

澆
新
市
の
施
策
及
び
事
業�

潺
財
政
計
画�

３
　
構
成
市
町
村
の
合
併
に
関
し

　
必
要
な
事
務（
規
約
第
３
条
１
第

　
項
第
３
号
）と
し
て
他
の
合
併
協�

　
議
と
並
行
し
て
協
議
す
る
事
項�

漓
新
市
の
名
称�

滷
自
治
基
本
条
例�

協
議（
４
）�

　
上
越
地
域
合
併
協
議
会
に
設
置

す
る
小
委
員
会
に
つ
い
て�

　
設
置
す
る
小
委
員
会
が
決
定
さ

れ
ま
し
た�

○
設
置
さ
れ
る
小
委
員
会�

（
構
成
市
町
村
の
合
併
に
関
す
る

　
協
議
関
係
）�

・
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期

　
の
取
扱
い
に
関
す
る
小
委
員
会�

・
地
域
審
議
会
及
び
地
域
自
治
組

　
織
（
仮
称
）
の
取
扱
い
に
関
す

　
る
小
委
員
会�

　（
市
町
村
建
設
計
画
の
作
成
関
係
）�

・
新
市
の
施
策
及
び
事
業
に
関
す

　
る
小
委
員
会�

（
他
の
合
併
協
議
と
並
行
し
て
協

　
議
す
る
事
項
関
係
）�

・
新
市
の
名
称
に
関
す
る
小
委
員
会�

・
自
治
基
本
条
例
に
関
す
る
小
委

　
員
会�

※
な
お
、
今
後
の
協
議
を
進
め
る

　
上
で
、
必
要
に
応
じ
て
小
委
員

　
会
を
置
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

協
議（
５
）�

　
平
成
15
年
度
上
越
地
域
合
併
協

議
会
予
算
に
つ
い
て�

　
歳
入
歳
出
総
額
３
６
８
１
万
８

千
円
の
協
議
会
予
算
が
決
定
さ
れ

ま
し
た
。�
���

・
合
併
の
方
式�

・
合
併
の
期
日�

・
新
市
の
事
務
所
の
位
置�

・
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い（
そ
の
１
）�

※
協
議
の
内
容
は
次
号
で
お
知
ら

　
せ
し
ま
す
。�

第
２
回
協
議
会（
10
／

30
）で�

協
議
が
行
わ
れ
た
事
項�

会議録等の閲覧場所�

合併協議会のホームページを�
開設しました�

　合併協議会の会議録や会議資料などは、各市町村の�
合併担当窓口などで閲覧することができます。�
　各市町村の合併担当窓口は次のとおりです。�
　■ 上 越 市 �
　　　上越市合併推進課　　　蕁025-526-5111�
　■ 安 塚 町 �
　　　安塚町雪のまち総合課　蕁02559-2-2003�
　■ 浦川原村�
　　　浦川原村合併推進室　　蕁02559-9-2301�
　■ 大 島 村 �
　　　大島村企画振興課　　　蕁02559-4-3101�
　■ 牧　　村�
　　　牧村総務課　　　　　　蕁025-533-5141�
　■ 柿 崎 町 �
　　　柿崎町総務課　　　　　蕁025-536-2211�
　■ 大 潟 町 �
　　　大潟町総務課　　　　　蕁025-534-2111�
　■ 頸 城 村 �
　　　頸城村企画財政課　　　蕁025-530-2311�
　■ 吉 川 町 �
　　　吉川町企画開発課　　　蕁025-548-2311�
　■ 中 郷 村 �
　　　中郷村政策推進室　　　蕁0255-74-2413�
　■ 板 倉 町 �
　　　板倉町総務課　　　　　蕁0255-78-2141�
　■ 清 里 村 �
　　　清里村総務課　　　　　蕁025-528-3111�
　■ 三 和 村 �
　　　三和村総務課　　　　　蕁025-532-2323�
　■ 名 立 町 �
　　　名立町総務課　　　　　蕁025-537-2121

　合併協議会のホームページには、合併に
関する情報や会議録、会議資料などを掲載
していますので、ご覧ください。�

会議傍聴のお知らせ�

　会議は、どなたでも傍聴することができ
ますので、希望される方は会場にお越しく
ださい。�

［URL］：http://www.city.joetsu.niigata.�
　　　  jp/merger/

　合併協議会は公開で行われています。�
　また、会議録や会議資料についても、�
ホームページや各市町村の合併担当窓�
口で閲覧できます。�

※各市町村の合併担当窓口または協議会事�
　務局へお問い合わせいただければ、資料�
　等を送付します。�

《第３回合併協議会の予定》�
蘆日時：11月26日（水）　午後２時から�
蘆会場：上越市厚生南会館　大ホール�


